
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
日
受
領 

答

弁

第

八

三

号 
   
 

内
閣
衆
質
二
一
九
第
八
三
号 

 
 
 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
日 

内
閣
総
理
大
臣 

高

市

早

苗 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

衆

議

院

議

長 
額

賀

福

志

郎 

殿 

  

衆
議
院
議
員
島
田
洋
一
君
提
出
太
陽
光
発
電
と
建
築
基
準
法
に
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対
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送
付
す
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衆
議
院
議
員
島
田
洋
一
君
提
出
太
陽
光
発
電
と
建
築
基
準
法
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
電
気
事
業
法
に
基
づ
く
安
全
基
準
見
直
し
で
は
不
十
分
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
に
お
け
る
建
築
物
と
は
、
同
法
第
二
条
第
一
号
に
お
い
て
、
土

地
に
定
着
す
る
工
作
物
の
う
ち
、
屋
根
及
び
柱
又
は
壁
を
有
す
る
も
の
等
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
御
指
摘
の
「
国
交
省
課

長
通
達
」
は
、
当
該
通
達
に
お
け
る
「
土
地
に
自
立
し
て
設
置
す
る
太
陽
光
発
電
設
備
」
の
う
ち
、
「
太
陽
光
発
電
設
備
自

体
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
除
い
て
架
台
下
の
空
間
に
人
が
立
ち
入
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
架
台
下
の
空
間
を
居
住
、

執
務
、
作
業
、
集
会
、
娯
楽
、
物
品
の
保
管
又
は
格
納
そ
の
他
の
屋
内
的
用
途
に
供
し
な
い
も
の
」
に
つ
い
て
は
、
屋
根
と

し
て
機
能
す
る
部
分
を
有
し
な
い
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
建
築
物
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ

の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
現
在
に
お
い
て
も
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
当
該
通
達
を
見
直
す
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
十
一
月
七
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
高
市
内
閣
総
理
大
臣
が
「
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
き
ま
し
て
は
、
地
域
と
の
共
生
を
図
り
な
が
ら
導
入
拡
大
を
進
め
る
必
要
が
ご
ざ
い
ま
す
。
今
、
全
国
各



 

２ 

 

地
で
、
こ
の
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
の
建
設
に
よ
っ
て
森
林
伐
採
で
す
と
か
、
あ
と
不
適
切
な
開
発
に
よ
っ
て
環
境
破
壊
が
起
き
た

り
、
ま
た
災
害
リ
ス
ク
な
ど
の
懸
念
が
見
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
私
の
ふ
る
さ
と
で
あ
る
奈
良
県
で
も
問
題
が
発
生
し
て
お
り

ま
す
。
政
府
と
し
て
は
、
安
全
、
景
観
、
自
然
環
境
な
ど
に
関
係
す
る
規
制
の
総
点
検
を
行
い
ま
し
て
、
連
立
政
権
合
意
に

も
基
づ
い
て
、
こ
の
不
適
切
な
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
を
法
的
に
規
制
す
る
、
そ
う
い
う
施
策
を
実
行
し
て
ま
い
り
ま
す
。
」
と
答

弁
し
た
と
お
り
で
あ
り
、
御
指
摘
の
「
太
陽
光
発
電
施
設
」
の
設
置
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
同
年
九
月
二
十
四
日
に
立
ち

上
げ
た
「
太
陽
光
発
電
事
業
の
更
な
る
地
域
共
生
・
規
律
強
化
に
向
け
た
関
係
省
庁
連
絡
会
議
」
に
お
い
て
、
必
要
な
検
討

を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


